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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数             ２社 

 連結子会社の名称    阪神高速サービス㈱ 

阪神高速技術㈱ 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

㈱高速道路開発  

㈱ベイフレンド 

㈱エイチエイチエス 

 （連結範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためでありま

す。 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社 

（主要な会社名） 

 非連結子会社    ㈱高速道路開発 

           ㈱ベイフレンド 

           ㈱エイチエイチエス 

 関連会社      ㈱グローウェイ 

  （持分法を適用しない理由） 
   非連結子会社及び関連会社は、いずれも中間純損
益及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、
持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重
要な影響を及ぼしていないためであります。 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 全ての連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日

と一致しております。  
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当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

 たな卸資産 

仕掛道路資産 

個別法による原価法を採用しています｡ 
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額
に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加
算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設
に要した費用として区分された費用の額及び
除却工事費用等資産の取得に要した費用の額
を加えた額としております。 
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入
資金の利息で、当該資産の工事完了の日まで
に発生したものは建設価額に算入しておりま
す。 

貯蔵品 

主として個別法による原価法を採用してお
ります｡ 
 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

 当社は定額法、連結子会社は定率法（但し、平成

10年４月１日以降に取得した建物（附属設備は除

く）は定額法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

  建物及び構築物   ５～60年 

  機械設備及び運搬具 ５～17年 

  その他       ５～10年 

 なお、阪神高速道路公団から承継した資産につい

ては、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数

によっております。 

②無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。 

 

(3)重要な繰延資産の処理方法 

①道路建設関係社債発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

②道路建設関係社債発行差金 

 社債償還期限までの期間にわたって、均等額を

毎期償却しております。 

 

 



 - 18 - 

(4)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担額

を計上しております。 

③回数通行券払戻引当金 

 回数通行券の廃止に伴う払戻に備えるため、販売

実績、使用実績及び払戻実績等に基づいて算出した

発生見込額を計上しております。 

④ハイウェイカード損失補填引当金 

 ハイウェイカードの偽造被害に伴い、券種毎に販

売額を超えての利用又は払戻請求により発生する損

失に備えるため、過去の実績に基づいて算出した発

生見込額を計上しております。 

⑤退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末において発生している

と認められる額を計上しております。 

なお、過去勤務債務は、その発生時に一括費用処

理することとしており、数理計算上の差異は、その

発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生年度の翌期から費用処理することとし

ております。 

なお、連結子会社においては、退職給付債務の見

込額は簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法）を採用しております。 

  ⑥役員退職慰労引当金 
    役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職

慰労金規程に基づく中間連結会計期間末要支給額を
計上しております。 

 

⑦マイレージ割引引当金 

 ＥＴＣマイレージサービス制度による高速道路通
行料金割引に備えるため、マイレージポイント発生
見込額を計上しております。 

 

(5)重要なリース取引の処理方法 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められ
るもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ
っております。 
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(6)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に
よっております。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の
範囲 
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換
金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ
スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限
の到来する短期投資からなっております。 
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（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は23,205

百万円であります。 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一

部改正） 

 当中間連結会計期間から、改正後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年８月11日 企業会計基準第１号）及び「自己

株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 最終改正平成18年８月11日 企業

会計基準適用指針第２号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

当中間連結会計期間から、「繰延資産の会計処理に関する
当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日実
務対応報告第１号）を適用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 
なお、道路建設関係社債発行差金44百万円は、当中間連結
会計期間から道路建設関係社債から控除して表示しており
ます。 

 

（追加情報） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当社において、役員退職慰労金規程が制定されたことによ

り、当中間連結会計期間より、内規に基づく中間連結会計期

間末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりま

す。 

これにより、当中間連結会計期間の発生額の内５百万円を

販売費及び一般管理費に、１百万円を仕掛道路資産に計上し、

過年度分相当額５百万円を特別損失に計上しております。 

この結果、営業利益及び経常利益は５百万円、税金等調整

前中間純利益は11百万円減少しております。 

 


